
令和２年１２月１５日招集

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
第９回若桜町議会定例会会議録

（令和２年１２月１５日）

                                    
                                      
             

若桜町議会事務局                               



職務のために議場に出席した者の職・氏名

事 務 局 長 下 石 裕 美

書     記 伊 賀   忍

提 出 議 案 の 項 目

件数 件  名 議 案 名 議決結果

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

議案第 111号

議案第 112号

議案第 113号

議案第 114号

議案第 115号

議案第 116号

議案第 117号

議案第 118号

議案第 119号

議案第 120号

議案第 121号

議案第 122号

議案第 123号

令和２年度若桜町一般会計補正予算（第５号）

令和２年度若桜町介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）

令和２年度若桜町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）

令和２年度若桜町簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）

令和２年度若桜町公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）

令和２年度若桜町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号）

若桜町の議会議員及び長の選挙における選挙活動の

町費負担に関する条例の制定について

若桜町国民健康保険税条例の一部改正について

若桜町延滞金徴収条例等の一部改正について

損害賠償の額を定めることについて

鳥取県町村総合事務組合規約の一部改正について

工事請負契約の変更契約の締結について

若桜町固定資産評価審査委員会の委員の選任につい

て

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案同意



令和２年第９回若桜町議会定例会（第１号）

招集年月日 令和２年１２月１５日

招集の場所 若桜町役場（若桜町議会議場）

開   会 午前１０時００分

応 招 議 員

１番 梶 原   明 ６番 前 住 孝 行

２番 青 木 一 憲 ７番 中 尾 理 明

３番 山 根 政 彦 ８番 山 本 晴 隆

４番 山 本 安 雄 ９番 川 上   守

５番 小 林   誠

不応招議員

出 席 議 員

１番 梶 原   明 ６番 前 住 孝 行

２番 青 木 一 憲 ７番 中 尾 理 明

３番 山 根 政 彦 ８番 山 本 晴 隆

４番 山 本 安 雄 ９番 川 上   守

５番 小 林   誠

欠 席 議 員

地 方 自 治 法 第

１２１条の規定に

より、説明のため

会議に出席した者

町 長 矢部 康樹 教 育 長 新川 哲也

副 町 長 盛田 聖一 教育委員会次長 谷口 国彦

総 務 課 長 藤原 祐二 農林建設課長 竹本 英樹

町民福祉課長 小林 貴之
ふるさと創生

課長
谷本 剛

にぎわい創出

課長
川戸 康之 税 務 課 長 前田 弥生

会計 管理者 上川 恭子



会議の顛末

本会議（１２月１５日）

議長（川上守）

おはようございます。ただいまの出席議員

数は９人です。

定足数に達していますので、令和２年第９

回若桜町議会定例会を開会します。

これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

「会議録署名議員の指名」を行います。

今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２５条の規程により、議長において、前

住孝行議員、中尾理明議員を指名します。

日程第２

「会期の決定について」を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から１２月１８日

までの４日間にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から１２月１８日

までの４日間に決定しました。

日程第３

諸般の報告をします。

会議関係諸般の報告は、印刷してお手元に

配布のとおりです。

朗読は省略します。

続いて、議員派遣報告を行います。

若桜町議会９月定例会において議決し、派

遣を決定していました議員派遣について、報

告書が提出されています。

若桜町議会報告第２４号 東部町議会議長

会議員研修会、若桜町議会報告第２５号 鳥取

県町村議会議員研修会につきましては、印刷

してお手元に配布のとおりです。

朗読は省略します。

次に、常任委員会に付託した請願等につい

て報告します。

今期定例会において受理した請願等は、お

手元に配布の「請願等文書表」のとおりです。

会議規則第９２条第１項の規定により、総

務産業教育民生常任委員会に審査を付託しま

した。

日程第４

議案第１１１号 令和２年度若桜町一般会

計補正予算（第５号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

世界で初めて新型コロナウイルスの感染例

が確認されてから約１年が経ちました。この

間、新型コロナに振り回され、人々の生活も

大きく変わり、今もなお苦しめられている状

況が続いております。

国は、感染拡大の予防と社会活動、経済活

動の両立を唱え、特に経済では影響を大きく

受けた公共交通機関や宿泊事業者などの旅行

関係者に手厚い支援を行い、ＧｏＴｏトラベ

ル、イートなどの事業を展開したものの、Ｇ

ｏＴｏを始めた頃から新型コロナの陽性者が

増え始め、ＧｏＴｏトラベルに至っては一時

停止が決まった次第でございます。

また、住民の生活は、マスクの着用や手指

消毒、さらに感染者が増えてきたら外出を控

えるといったことが知らぬ間に当たり前にな

ってまいりました。この状況はしばらく続く

と思われますが、これまで築いてきた人と人

とのつながりや関係が徐々に希薄になってい

くといったことは、この新型コロナの怖い部

分の一つかもしれないと思うところでござい

ます。

さて、本日ここに、令和２年第９回若桜町

議会定例会を招集しましたところ、議員の皆

様にはご出席を賜り、令和２年度一般会計補

正予算並びに諸議案等のご審議をいただきま



すことに対し、感謝を申し上げる次第でござ

います。

いわゆる第３波の渦中で、北海道と大阪府

では医療体制が逼迫し、近隣の県に看護師や

保健師の派遣を要請、さらに自衛隊にも同様

の要請をするといった事態になってまいりま

した。これは、感染症とは言え、既に災害の

域に達していると考えざるを得ないところで

ございます。

鳥取県においては、第３波が始まったとさ

れる１０月後半以降、３０人を超える感染者

が確認されており、保健所は人数を増員して

積極的疫学調査を行い、濃厚接触者や検査を

希望される方にＰＣＲ検査を実施していると

ころでございます。本町においても他人事で

はなく、最近は近隣町も含めてＰＣＲ検査を

受けることになった人も多くなっており、い

よいよ新型コロナがそこまで近づいていると

感じるところでございます。

そんな中ではございますが、１２月１９日

土曜日には「わかさ氷ノ山スキー場」のスキ

ー場開きと「安心観光・飲食エリア宣言」の

セレモニーを同時に行うことにしております。

待望の雪に恵まれ、２年ぶりに雪のあるスキ

ー場開きができることを大変うれしく思って

おります。

また、今年は若桜鉄道を利用して来ていた

だくとバス代、スキー、スノーボード、さら

にウェア等のレンタル代がほぼ無料になるサ

ービスも始めているところでございます。手

軽に普段着でスキー場に来ていただければ、

スキーやスノーボードが楽しめるようになっ

ております。氷ノ山も生き残りを賭けて必死

で頑張っております。議員の皆様にも、ぜひ

情報発信、ＰＲをしてもらえればと思うとこ

ろでございます。

さらに１２月５日には、わかさこども園で

生活発表会がございました。コロナ対策とし

て、保護者の皆様の入替制で行わせていただ

いたところでございますが、子どもたちはコ

ロナ禍でもぐんぐん成長しております。暗い

ニュースの多い中で、久しぶりに笑顔になれ

る機会でもございました。

また、１２月６日には、若桜鉄道９０周年

の記念行事として、若桜鉄道を無料開放いた

しました。多くの観光客の方が来られ、久し

ぶりににぎわいのある駅前を見ることができ

ました。しっかり感染対策をすれば、このよ

うなイベントもできると確信したところでご

ざいます。

コロナ禍においても、住民の皆さんや観光

客の方が集えるような機会をつくることは絶

対に必要だと思いますので、来年度はできる

対策を行った上で、イベントなどの実施も積

極的に考えていきたいと強く感じたところで

ございます。

それではただいま議題となりました議案に

つきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第１１１号 令和２年度若桜町一般会

計補正予算についてでございますが、既定の

歳入歳出予算の総額に、それぞれ２,７０８万

１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を４３

億７,１４２万８千円とするものでございま

す。

はじめに、歳入の概要についてご説明いた

します。分担金及び負担金では、情報通信基

盤施設工事分担金として１３０万９千円を増

額いたしました。国庫支出金では、新型コロ

ナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金

として９３万５千円を追加、地方創生推進交

付金を２７５万６千円減額し、その他の補正

と合わせまして、総額１５１万５千円の減額

となりました。

県支出金では、若者地域定着促進事業費補

助金として９０万２千円を追加、単県斜面復

旧事業補助金を８６万６千円増額するなど、

その他の補正と合わせまして、総額３２１万

２千円を追加いたしました。

寄附金では指定寄附金として１０万円を追

加、繰入金では、歳入歳出額の財源調整とし



て、財政調整基金繰入金に２,３４０万７千円

を追加しております。

諸収入では、建物災害共済金として３７万

５千円増額するなど、その他の補正と合わせ

まして、総額５６万８千円を追加いたしまし

た。

次に、歳出の主なものについてご説明いた

します。職員の人件費の補正を各費目にわた

り行っており、総額９２万５千円を追加いた

しました。

議会費では、新型コロナウイルス感染症感

染拡大に伴い、予定されていた多くの研修会

等が中止や延期となったため、旅費等関連経

費、総額２４８万４千円を減額いたしました。

総務費では、財政管理費に新型コロナ感染

症対策に係る備品購入費として３９９万９千

円を、賦課徴収費に町税等のコンビニエンス

ストアでの支払いシステム導入経費として５

２０万３千円を追加するなど、人件費及びそ

の他の補正と合わせまして、総額６２５万３

千円を追加いたしました。

民生費では、介護保険事業特別会計、後期

高齢者医療特別会計への繰出金として８８９

万７千円、１１０万円をそれぞれ追加するな

ど、人件費及びその他の補正と合わせまして

総額１,４５７万９千円を追加いたしました。

衛生費では、保健衛生総務費に４７０万円、

肝臓がん対策事業に１４０万５千円を追加す

るなど、その他の補正と合わせまして、総額

７２４万７千円を追加いたしました。

農林水産業費では、活性化施設管理運営事

業に４２万３千円を追加するなど、人件費及

びその他の補正と合わせまして、総額８９万

９千円を追加いたしました。

商工費では、各施設の新型コロナウイルス

感染症対策に係る備品購入費など、総額１,

１４２万円を追加しております。土木費では、

土木総務費に水道料金、下水道料金などコン

ビニ収納システムの導入経費として９５７万

２千円を追加、町道新設改良事業に２６５万

８千円を追加するなど、その他の補正と合わ

せまして、総額１,４９５万１千円を追加いた

しました。

消防費では、常備消防費に八頭消防署若桜

出張所の建替えに係る立木補償費として、１,

２３２万円追加するなど、その他の補正と合

わせまして、総額１,５０４万円を追加してお

ります。

教育費では、若桜学園及び公民館など教育

委員会所管施設の新型コロナウイルス感染症

対策に係る備品購入費を追加いたしましたが、

町誌編さん事業において、会計年度任用職員

関連経費が５７５万６千円の減額となったた

め、その他の補正と合わせて、総額８７万５

千円を減額いたしました。

公債費では、元金償還金及び加算金として、

総額２４万円を追加しております。

なお、予備費において歳入歳出総額の調整

を行うため、４,０１８万９千円を減額してお

ります。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第５

議案第１１２号 令和２年度若桜町介護保

険事業特別会計補正予算（第３号）、議案第１

１３号 令和２年度若桜町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第２号）、議案第１１４号 令

和２年度若桜町簡易水道事業特別会計補正予

算（第３号）、議案第１１５号 令和２年度若

桜町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）、議案第１１６号 令和２年度若桜町農業

集落排水事業特別会計補正予算（第２号）を

一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。



町長（矢部康樹）

それではただいま議題となりました議案に

つきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第１１２号 令和２年度若桜町介護保

険事業特別会計補正予算についてでございま

すが、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞ

れ３０２万７千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を７億３,０１５万９千円とするもので

ございます。

はじめに、歳入の概要についてご説明いた

します。国庫支出金では、事業費補助金、保

険者機能強化推進交付金及び保険者努力支援

交付金にそれぞれ８８万円、７７万６千円、

８２万９千円を追加いたしましたが、介護給

付費の実績見込みに伴い、介護給付費負担金

及び調整交付金が減額となったため、総額は

３４万８千円の追加となりました。支払基金

交付金では介護給付費の実績見込みに伴い、

２０８万６千円を減額いたしました。

県支出金では、対象事業費の実績見込みに

伴い、介護給付費負担金を１１１万１千円減

額し、地域支援事業交付金に１千円追加いた

しました。繰入金では、一般会計からの繰入

金として８８９万７千円を追加し、基金繰入

金を３０２万２千円減額しております。

次に、歳出の主なものについてご説明いた

します。総務費では、介護報酬改定に係るシ

ステム改修及び通所介護サービス事業所へ支

援経費として、総額１,０７４万１千円を追加

いたしました。保険給付費では、各種介護サ

ービス給付費の実績見込みにより、７７１万

８千円を減額いたしました。地域支援事業費

では、第１号通所事業費について、国庫補助

金の交付見込みにより財源更正を行うととも

に、任意事業に係る事務費として４千円追加

しております。

続きまして、議案第１１３号 令和２年度若

桜町後期高齢者医療特別会計補正予算につい

てでございますが、既定の歳入歳出予算の総

額に、それぞれ１１０万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を６,１６８万５千円とするも

のでございます。

歳入では、一般会計繰入金に事務費繰入金

として、歳出では、総務費にシステム改修経

費として、それぞれ同額の１１０万円を追加

しております。

続きまして、議案第１１４号 令和２年度若

桜町簡易水道事業特別会計補正予算について

でございますが、既定の歳入歳出予算の総額

に、それぞれ６万４千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を２億８,２１６万３千円とする

ものでございます。これは、総合行政システ

ムの契約更改に伴う補正であり、歳入では、

繰入金に一般会計繰入金として、歳出では、

総務費にシステム使用料として、それぞれ６

万４千円を追加しております。

続きまして、議案第１１５号 令和２年度若

桜町公共下水道事業特別会計補正予算につい

てでございますが、既定の歳入歳出予算の総

額に、それぞれ３万９千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を１億６,３３５万５千円とす

るものでございます。これも、簡易水道事業

特別会計同様に、総合行政システムの契約更

改に伴う補正であり、歳入では繰入金に、歳

出では、システム使用料として下水道総務費

にそれぞれ同額の３万９千円を追加しており

ます。

続きまして、議案第１１６号 令和２年度若

桜町農業集落排水事業特別会計補正予算につ

いてでございますが、既定の歳入歳出予算の

総額に、それぞれ１６０万３千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を６,７５９万３千円と

するものでございます。これは、県道改良工

事に伴う下水道管の移転に関する補正であり、

歳入では、繰入金に事務費に係る一般会計繰

入金として２万６千円、諸収入の施設補償金

に、県道改良工事に伴う下水道管の移転補償

費として１５７万７千円を、歳出では、農業

集落排水事業費に、システム使用料として２



万６千円、池田中央地区集落排水事業に、１

５７万７千円をそれぞれ追加しております。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第６

議案第１１７号 若桜町の議会議員及び長

の選挙における選挙運動の町費負担に関する

条例の制定について、を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第１１７号 若桜町の議会議員及び長

の選挙における選挙運動の町費負担に関する

条例の制定について、でございますが、これ

は、令和２年６月１２日に公布された、公職

選挙法の一部を改正する法律が、公布日から

６月経過した本年１２月１２日に施行された

ことに伴い、本町議会議員及び町長の選挙に

おける選挙運動費用の一部を、町費で負担す

るために必要な事項を定める本条例を制定す

ることについて、地方自治法第９６条第１項

の規定により、本議会の議決をお願いするも

のでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第７

議案第１１８号 若桜町国民健康保険税条

例の一部改正について、を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第１１８号 若桜町国民健康保険税条

例の一部改正について、でございますが、こ

れは、地方税法施行令の一部を改正する政令

が令和２年９月４日に公布されたことに伴い、

国民健康保険税の減額基準及び公的年金等に

係る所得の課税特例を変更するため、本条例

の一部を改正することについて、地方自治法

第９６条第１項の規定により、本議会の議決

をお願いするものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第８

議案第１１９号 若桜町延滞金徴収条例等

の一部改正について、を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第１１９号 若桜町延滞金徴収条例等

の一部改正について、でございますが、これ

は、令和２年３月３１日に公布された地方税

法等の一部を改正する法律による地方税法の

改正に伴い、若桜町延滞金徴収条例、若桜町

後期高齢者医療に関する条例及び若桜町介護

保険条例で規定する延滞金の割合等の特例に

ついて所要の改正を行うため、地方自治法第



９６条第１項の規定により、本議会の議決を

お願いするものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第９

議案第１２０号 損害賠償の額を定めるこ

とについて、を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第１２０号 損害賠償の額を定めるこ

とについて、でございますが、これは、令和

２年８月２３日、若葉団地内の駐車場に、同

団地の居住者が自身の所有する車両を駐車さ

せるため、町道から駐車場内へ侵入した際、

駐車場内横断溝のグレーチングが、通過時の

衝撃で跳ね上がり、当該車両の一部を破損さ

せたため、その損害賠償を行うものでござい

ます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第１０

議案第１２１号 鳥取県町村総合事務組合

規約の一部改正について、を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第１２１号 鳥取県町村総合事務組合

規約の一部改正について、でございますが、

これは、鳥取県町村総合事務組合の共同処理

する事務に、消防団員に対する退職報償金及

び賞じゅつ金の支給事務を加える、同組合規

約の一部を変更することについて、地方自治

法第２８６条第１項の規定による協議を行う

ため、同法第２９０条の規定により、本議会

の議決をお願いするものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会いたします。

   午前１０時２６分  散 会


